
京都市人権文化推進懇話会開催要綱 

 

（開催） 

第１条 本市における人権文化の構築に関する事項について、専門的な見地及び市民の立

場から幅広く意見を求めるため、京都市人権文化推進懇話会（以下「懇話会」という。）

を開催する。 

（委員） 

第２条 懇話会に参加する委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうち

から、市長が依頼する。 

２ 前項の規定により依頼する委員の人数は、１０名以内とする。そのうち、２名以内の

委員は公募により選出することとする。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、原則２年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員の遵守事項） 

第４条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

２ 委員は、その職の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為をしてはなら

ない。 

（委員の解嘱） 

第５条 委員が本要綱に違反したときは、任期の途中であっても、市長の判断により解任

することができる。 

（座長及び副座長） 

第６条 市長は、委員のうちから懇話会の座長及び副座長を指名する。 

２ 座長は、懇話会の進行をつかさどる。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。 

（招集） 

第７条 懇話会は、市長が招集する。 

（専門意見聴取会） 

第８条 市長は、特定の事項に関して専門的な観点から意見を聴取する必要があると認め

るときは、専門意見聴取会を開催し、懇話会委員、学識経験のある者、その他市長が適

当と認める者から、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 懇話会の庶務は、文化市民局共生社会推進室において行う。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、懇話会及び専門意見聴取会の開催に関し必要な

事項は、文化市民局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年６月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


